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事 業 報 告 書 

自 令和 ４年 ４月 １日 

至 令和 ５年 ３月３１日 

 

 

当記念会は、「内閣府公益認定等委員会」より平成２５年３月２１日公益財団法人と

して認定され、平成２５年４月１日公益財団法人への移行登記を行った。当期は公益

財団法人としての第１０期となった。 

 

 没後五十年の節目に当たる令和４年度の公益目的事業については、前年の事業を継

続しつつ、一層の充実発展に取り組んだ。 

 

 

１．川端康成文学賞の授与を目的とする事業（事業番号 公１の事業） 

平成３０年６月の第２期１９回（通算第４４回）選出後に休止した川端康成文学賞

は、令和３年度に新潮社の協力を得て第３期として再開した。 

第３期第２回（通算第４６回）は、令和４年３月１１日に第１回選考会、４月７日に

最終選考会を行い、上田岳弘氏の「旅のない」（群像 2021年 5月号）が選ばれた。贈

呈式は、令和４年６月２４日、三島由紀夫賞、山本周五郎賞と共に都内ホテルで行わ

れた。新型コロナウィルスを考慮し人数を制限しての開催となった。 

次年度の川端康成文学賞第３期第３回（通算第４７回）は、令和５年３月９日に 

新潮社において第一次選考会が行われた。 

 

 

２．川端康成記念館等の維持管理を目的とする事業（事業番号 公２の事業） 

 （１）財団の保有地の除草、樹木の剪定などの作業を随時行い、鎌倉市の自然風致

地区として景観の維持に努めた。庭園は、鎌倉市民からの公開の要望に応え、鎌倉

文学館との共催で庭園公開を実施している。 

令和４年度は１１月１２日に開催した。今年度は、同時期の神奈川近代文学館での

特別展に合わせ、神奈川近代文学館友の会会員の文学散歩にも同日に公開を行っ

た。午前の部、午後の部で各１０名ずつ、合計４０名の見学となった。鎌倉文学館

学芸員が旧宅と庭園の説明をし、見学を行った。今年度は書斎の障子の張替えと整

理を行い愛用品を再配置、見学者が外から書斎の様子が分かるよう復元に努めた。 

 

（２）記念会施設の保守管理業務については日々点検等を行っている。令和４年度

は、記念館屋根の修繕工事を行った。５月９日から６月２日にかけて、足場の設営

と解体を含め１０日間の作業となった。 
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３．川端康成の遺品、美術品、愛蔵品の公開並びに展示貸出を目的とする事業 

（事業番号 公３の事業） 

 

（１）資料の整理、保存、調査 

 

①令和３年度からの継続事業として、直筆資料（原稿・草稿・創作ノート、日記、

筆墨等）、来簡の整理を行った。 

 

②美術品等財産目録の作成 

記念館書庫の配架整理を改めて行い、過去図録と照合、目録作成に向けた作業を行

った。 

 

（２）企画展協力 

 

①日本近代文学館・春季特別展示「川端康成展―人を愛し、人に愛された人―」  

・開催日   令和４年４月２日―６月１１日 

・入場者数  ２，６０３名 

・川端康成関係資料の貸出を行った 

 

②神奈川近代文学館・生誕１００年「ドナルド・キーン展」 

・開催日   令和４年５月２８日―７月２４日 

・ドナルド・キーン氏からの書簡の貸出を行った 

 

③日本近代文学館・川端康成記念室秋季特別展「川端康成と日本近代文学館」 

・開催日   令和４年９月１７日―１１月２６日 

・日本近代文学館開館５５周年にあたり、設立当時の資料の貸出を行った 

 

④神奈川近代文学館・特別展「没後５０年 川端康成展 虹をつむぐ人」 

・開催日   令和４年１０月１日―１１月２７日 

・入場者数  ７，３２７名 

・川端康成関係資料の貸出を行った 

 

⑤富山県高志の国文学館・開館１０周年記念企画展「没後５０年川端康成展―愛を乞

う魂」 

・開催日   令和４年１２月２４日―令和５年２月２７日 

・入場者数  ３，５０２名 

・川端康成関係資料の貸出を行った 
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４．その他当記念会を運営するために必要な事業 

 

（１）令和４年度定時理事会 

  令和４年６月７日（火）午後１時３０分－午後２時３０分 日本近代文学館会議

室において令和４年度定時理事会を開催し、次の決議を行った。 

① 報告事項 

② 令和３年度事業報告及び決算の承認に関する件 

③ 理事長報酬改定について 

④ 令和４年度定時評議員会の招集について 

 

（２）令和４年度定時評議員会 

  令和４年６月２２日（水）午後１時３０分－午後２時４０分 日本近代文学館会

議室において令和４年度定時評議員会を開催し、次の決議を行った。 

① 令和３年度の計算書類等の承認について 

 

（３）令和４年第２回理事会（書面決議） 

  令和５年２月１４日（火） 書面において次の理事会の決議を行った。 

① 公益目的事業に関わる変更認定について 

公益事業１，２，３を、公益事業１「川端康成文学顕彰事業」に変更 

② 公益目的事業に関わる変更認定の申請について 

上記変更の申請 

 

 （４）令和４年度第３回定時理事会 

  令和５年３月９日（水）午後１時―午後２時１０分 日本近代文学館会議室にお

いて令和４年度第３回理事会を開催し、次の決議を行った。 

① 令和５年度事業計画及び予算について 

 

令和４年度公益財団法人川端康成記念会の事業報告は以上のとおりである。 

尚、令和４年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行

規則」第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事

項」が存在しないので作成しない。 

 

令和５年５月２６日 

   公益財団法人川端康成記念会 


